
千葉都市計画区域区分の変更（千葉市決定） 

 

都市計画区域区分を次のように変更する。 

 

１．区域区分 

「計画図表示のとおり」 

 

２．人口フレーム 

           年 次 

区 分 
令和２年 令和１４年 

都市計画区域内人口 ９７５千人 ９６１千人 

 

市街化区域内人口 ９０８千人   ８９６千人 

 

 

配分する人口 ― ８９６千人 

保留する人口 ― ― 

 （特定保留） ― ― 

（一般保留） ― ― 

 

 

理 由 

今回の変更は、令和２年の国勢調査の結果等に基づき、将来人口の見通し等を踏まえ、

目標年次、人口フレームの変更を行うものである。 

さらに、千葉中央港地区において、港湾事業により公有水面の埋立てが行われ、岸壁等

が整備されることから、区域区分を変更し、市街化区域へ編入するものである。 

また、道路・水路の整備等に伴い市街化区域と市街化調整区域との境界線が不明確にな

った箇所について境界線の見直しを行ったため、区域区分の変更を行うものである。 

 

 






































